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規 則  

 

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ７ 年 ２ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 ２ 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を  

   改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横  

浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 89 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 安 定 的 な エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 の 確 立 を 図

る た め の エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 等 に 関 す る 政 令 （ 令 和 ５ 年 政

令 第 68 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化

等 に 関 す る 法 律 施 行 令 」 を 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 及 び 非 化 石

エ ネ ル ギ ー へ の 転 換 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 を

次 の よ う に 改 め る 。  

３  条 例 第  144 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 は 、 令 和 ７

年 度 又 は 同 年 度 か ら 起 算 し て ３ の 倍 数 の 年 度 を 経 過 し た ご と の 年

度 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 計 画 開 始 年 度 」 と い う 。 ） か ら ３ 年 度

ご と を 計 画 期 間 と し て 作 成 す る も の と す る 。 た だ し 、 計 画 開 始 年

度 の 翌 年 度 又 は 翌 々 年 度 に 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 に 該 当 す る こ と

と な っ た 場 合 に 作 成 す る 当 該 計 画 の 計 画 期 間 は 、 次 に 到 来 す る 計

画 開 始 年 度 の 前 年 度 ま で と す る 。  

 第 89 条 第 ６ 項 中 「 を 記 載 し た 書 面 を 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 事 業

所 に お い て 容 易 に 閲 覧 で き る よ う 場 所 、 時 間 等 に 配 慮 し て 備 え 置 き

、 又 は 」 を 「 に つ い て 、 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 項 後 段 を 削 る 。  

 第 89 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 を 記 載 し た 書 面 を 、 脱 炭 素 ・  GREEN × EXPO

推 進 局 脱 炭 素 社 会 移 行 推 進 部 脱 炭 素 計 画 推 進 課 に 備 え 置 く こ と の ほ

か 」 を 「 に つ い て 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 及

び 附 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 58 号 ） 第  144 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

作 成 さ れ て い る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の
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横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 89 条 第 ３ 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 に 計 画 期 間 が 満 了 す る も の と

す る 。  

３  地 球 温 暖 化 対 策 計 画 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は

、 当 該 計 画 を 作 成 し た 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 令 和 ７ 年 度 を 計 画

期 間 の 初 年 度 と す る 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 の 提 出 に 係 る 横 浜 市 生 活

環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 89 条 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 ７ 月 末 日 」 と あ る の は 、 「 ９ 月 末 日 」 と す る

。  

 

  




